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病 院 局 管 理 規 程
鳥取県営病院事業の設置等に関する条例施行規程の一部を改正する規程をここに公布する。

平成28年３月22日

鳥取県営病院事業管理者 渡 部 哲 哉

鳥取県病院局管理規程第１号

鳥取県営病院事業の設置等に関する条例施行規程の一部を改正する規程

鳥取県営病院事業の設置等に関する条例施行規程（平成７年鳥取県病院局管理規程第９号）の一部を次のよう

に改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（長期入院診療料を徴収する入院） （長期入院診療料を徴収する入院）

第２条 条例別表第１の８の表の企業管理規程で定め 第２条 条例別表第１の８の表の企業管理規程で定め

る長期の入院は、平成18年厚生労働省告示第495号 る長期の入院は、平成18年厚生労働省告示第495号

（厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及 （厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養）第

び選定療養）第２条第７号に規定する入院とする。 ２条第７号に規定する入院とする。

附 則

この規程は、平成28年４月１日から施行する。
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